
平成30年（2018年）7月10日 4

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

被
保
険
者
証
を
郵
送

　

現
在
発
行
さ
れ
て
い
る
被
保
険
者

証（
藤
色
）の
有
効
期
限
は
、
7
月
31

日（
火
）で
す
。
8
月
1
日（
水
）か
ら

使
用
で
き
る
新
し
い
被
保
険
者
証

（
緑
色
）を
7
月
中
旬
〜
下
旬
に
郵
送

し
ま
す
。
期
限
が
切
れ
た
古
い
被
保

険
者
証
は
裁
断
し
て
処
分
し
て
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
新
し
い
被
保
険
者
証
の
自

己
負
担
割
合
は
、
平
成
29
年
中
の
所

得
を
も
と
に
判
定
し
ま
す
の
で
、
こ

れ
ま
で
と
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
保
険
年
金
課
医
療
給
付
係
・
内
線
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立
川
基
地
跡
地
昭
島
地
区
の

都
市
計
画
決
定
・
変
更
案
の

縦
覧
と
意
見
書
の
提
出

　

市
は
、
新
清
掃
工
場
を
都
市
施
設

に
位
置
付
け
る
都
市
計
画
案
と
、
立

川
基
地
跡
地
昭
島
地
区
の
用
途
地
域
、

高
度
地
区
、
防
火
・
準
防
火
地
域
、

地
区
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧
と
、
意

見
書
の
提
出
を
受
け
付
け
ま
す
。

●
縦
覧　

時
7
月
17
日（
火
）〜
31
日

（
火
）、
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

15
分（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）場
都

市
計
画
課（
市
役
所
2
階
73
番
窓
口
）

●
意
見
書
の
提
出　

7
月
31
日（
火
）

〔
消
印
有
効
〕ま
で
に
、
任
意
の
用
紙

に
次
の
事
項
を
書
い
て
、
直
接
、
ま

た
は
郵
送
で
都
市
計
画
課
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
▼
記
載
事
項
＝
①
宛
名

（
立
川
市
長
宛
て
）②
標
題（
立
川
基

地
跡
地
昭
島
地
区
の
都
市
計
画
決

定
・
変
更
案
に
関
す
る
意
見
書
）③

日
付
、
住
所
、
氏
名
④
意
見

問
都
市
計
画
課
・
内
線
2
3
6
7

7
月
18
日
〜
27
日

市
営
住
宅
の
入
居
者
募
集
の

し
お
り
を
配
布

●
募
集
住
宅　

▼
一
般
世
帯
向
＝
11

戸
▼
高
齢
者
世
帯
向
＝
3
戸
▼
多
子

世
帯
向
＝
1
戸（
す
べ
て
空
き
家
募

集
）。
入
居
予
定
は
12
月
で
す
。
く

わ
し
く
は
募
集
の
し
お
り
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

●
募
集
の
し
お
り
と
申
込
用
紙
の
配

布　

▼
期
間
＝
7
月
18
日（
水
）〜
27

日（
金
）▼
場
所
＝
市
役
所〔
総
合
案

内（
1
階
）と
住
宅
課（
2
階
53
番
窓

口
）〕、
窓
口
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

（
立
川
タ
ク
ロ
ス
1
階
）、
各
連
絡
所

●
申
込
方
法　

7
月
30
日（
月
）〔
必

着
〕ま
で
に
申
込
用
紙
を
添
付
の
封

筒
を
使
っ
て
郵
送
で
住
宅
課
住
宅
管

理
係
・
内
線
2
5
5
8
へ

節
電
に
ご
協
力
を

　

市
は
、「
立
川
市
夏
の
節
電
対
策

2
0
1
8
」
を
策
定
し
、
生
活
習
慣

と
し
て
の
節
電
を
全
市
的
に
取
り
組

ん
で
い
き
ま
す
。
熱
中
症
な
ど
に
十

分
注
意
の
上
、
で
き
る
範
囲
で
の
節

電
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

●
家
庭
で
で
き
る
夏
の
節
電
対
策　

家
庭
で
無
理
な
く
取
り
組
む
こ
と
が

で
き
る
夏
の
節
電
メ
ニ
ュ
ー
や
、
夏

を
涼
や
か
に
過
ご
す
た
め
の
昔
な
が

ら
の
知
恵
や
取
り
組
み
を
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
発
信
し
て
い
き
ま

す
。
ま
た
、
涼
し
い
場
所
を
み
ん

な
で
共
有
す
る
「
ク
ー
ル
シ
ェ
ア
」、

「
立
川
ひ
と
涼
み
ス
ポ
ッ
ト
」
の
利

用
な
ど
で
ご
家
庭
や
地
域
の
節
電
に

取
り
組
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

問
環
境
対
策
課
温
暖
化
対
策
係
・
内

線
2
2
4
3

　入院の場合や高額な外来診療を受ける場合は、「限度額適用
（標準負担額減額）認定証」を提示すると、医療機関の窓口で支
払う金額が各世帯の１か月当たりの限度額までとなったり、入
院時の食事代が減額されたりします。
　現在発行されている認定証の有効期限は７月31日㈫です。８
月１日㈬から有効な認定証が必要な方は、７月19日㈭以降に保
険証と印鑑を持って保険年金課（市役所１階６番窓口）で申請し
てください。
●申請が必要な方　▶70歳未満で、８月以降の使用を希望す
る方▶70歳以上で、負担割合が３割、課税所得が690万円未満
の世帯の方▶70歳以上で、負担割合が１割、住民税非課税世
帯の方
●申請が不要な方　▶70歳以上で、負担割合が３割、課税所
得が690万円以上の世帯の方▶70歳以上で、負担割合が１割、
課税所得が145万円未満の世帯の方▶後期高齢者医療制度に加
入している住民税非課税世帯の方で、すでに認定証をお持ちの
方（７月中に郵送します）
問保険年金課医療給付係・内線1401

　

平
成
30
年
度
の
国
民
健
康
保
険
料

と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料（
75
歳

以
上
の
方
と
65
歳
以
上
の
一
定
の
障

害
の
あ
る
方
が
対
象
）の
納
入
通
知

書（
年
金
天
引
き
の
方
は
、
特
別
徴

収
額
決
定
通
知
書
）を
7
月
9
日

（
月
）か
ら
順
次
郵
送
し
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
料
は
世
帯
主
宛
て

（
世
帯
主
以
外
の
世
帯
員
の
み
が
加

入
し
て
い
る
場
合
も
同
様
）に
、
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
加
入
者
宛

て
に
送
付
し
ま
す
。

　

納
入
通
知
書
・
特
別
徴
収
額
決
定

通
知
書
は
、
保
険
料
の
額
の
ほ
か
、

納
付
方
法
や
納
期
限
な
ど
を
お
知
ら

せ
す
る
も
の
で
す
。

国
民
健
康
保
険
料

収
入
が
な
か
っ
た
方
も
申
告
を

　

世
帯
主
と
加
入
者
の
総
所
得
金
額

等
の
合
計
が
一
定
の
基
準
以
下
の
場

合
に
は
、
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

収
入
・
所
得
が
な
か
っ
た
方
も
、
課

税
課（
市
役
所
1
階
36
番
窓
口
）ま
た

は
保
険
年
金
課（
市
役
所
1
階
6
番

窓
口
）で
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
年
金
課
賦
課
係
・
内
線
1
4

1
6国

民
健
康
保
険
料
の
納
付
が

困
難
な
方
は

　

あ
ら
ゆ
る
資
産
の
活
用
を
図
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
生
活
が
困
窮
し
保

険
料
の
納
付
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る

場
合
は
、
納
期
限
ま
で
に
申
請
す
る

こ
と
で
、
減
免
を
受
け
ら
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
く
わ
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
保
険
年
金
課
賦
課
係
・
内
線
1
4

1
6高

齢
受
給
者
証（
国
民
健
康
保

険
）を
郵
送

　

70
歳
〜
74
歳
の
方
を
対
象
に
8
月

1
日（
水
）か
ら
使
用
で
き
る
新
し
い

高
齢
受
給
者
証
を
7
月
下
旬
に
郵
送

し
ま
す
。
現
在
お
使
い
に
な
っ
て
い

る
高
齢
受
給
者
証
の
有
効
期
限
は
、

7
月
31
日（
火
）で
す
。
期
限
が
切
れ

た
古
い
高
齢
受
給
者
証
は
裁
断
の
上
、

処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
の

自
己
負
担
割
合
は
、
平
成
29
年
中
の

所
得
を
も
と
に
判
定
し
ま
す
の
で
、

今
ま
で
と
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
保
険
年
金
課
医
療
給
付
係
・
内
線
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国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
脱
退

な
ど
の
手
続
き

　

勤
務
先
や
家
族
の
健
康
保
険
に
加

入
す
る
な
ど
、
新
た
に
立
川
市
の
国

民
健
康
保
険
以
外
の
保
険
に
加
入
し

た
場
合
は
、
脱
退
の
手
続
き
が
必
要

で
す
。
会
社
等
で
手
続
き
を
代
行
す

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
退
職
し
た
場
合
な
ど
、
加

入
し
て
い
た
健
康
保
険
の
資
格
が
な

く
な
っ
た
と
き
は
、
国
民
健
康
保
険

の
加
入
手
続
き
が
必
要
で
す
。

●
手
続
き
に
必
要
な
も
の　

▼
立
川

市
の
国
民
健
康
保
険
を
脱
退
す
る
場

合
＝
立
川
市
の
国
民
健
康
保
険
の
保

険
証
、新
し
く
加
入
し
た
健
康
保
険

の
保
険
証（
全
員
分
。コ
ピ
ー
可
）、印

鑑
▼
立
川
市
の
国
民
健
康
保
険
に
加

入
す
る
場
合
＝
加
入
し
て
い
た
健
康

保
険
の
資
格
喪
失
証
明
書
等
、印
鑑
、

運
転
免
許
証
等（
本
人
確
認
書
類
）

問
保
険
年
金
課
医
療
給
付
係
・
内
線

1
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一
部
負
担
金
の
減
免
制
度
と

徴
収
猶
予

　

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
が
医
療

機
関
等
の
窓
口
で
支
払
う
自
己
負
担

額（
一
部
負
担
金
）に
は
、
減
免
制
度

が
あ
り
ま
す
。
対
象
は
、
災
害
、
病

気
、
け
が
、
失
業
な
ど
の
特
別
な
事

情
が
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
資
産
の
活
用

を
図
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
時

的
に
生
活
が
困
窮
し
、
支
払
い
が
困

難
と
認
め
ら
れ
る
方
で
す
。

　

ま
た
、
一
時
的
に
自
己
負
担
額
の

支
払
い
を
猶
予
す
る
制
度
も
あ
り
ま

す
。
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
保
険
年
金
課
医
療
給
付
係
・
内
線
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「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
関

す
る
お
知
ら
せ
」を
郵
送

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
利
用
す

る
こ
と
で
、
自
己
負
担
額
の
軽
減
が

見
込
ま
れ
る
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
の
方
に
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

に
関
す
る
お
知
ら
せ
」
を
7
月
下
旬

に
郵
送
し
ま
す
。
こ
の
お
知
ら
せ
は

4
月
に
処
方
さ
れ
た
薬（
新
薬
）の
名

称
・
用
量
・
自
己
負
担
相
当
額
と
そ

の
薬
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切

り
替
え
た
場
合
の
自
己
負
担
の
軽
減

額
を
試
算
し
た
も
の
で
す
。
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
を
希
望
す
る
際
は
、

か
か
り
つ
け
の
医
師
、
薬
剤
師
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

問
保
険
年
金
課
医
療
給
付
係
・
内
線

1
4
2
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限度額適用認定証の更新
国民健康保険・後期高齢者医療制度

国
民
健
康
保
険
料
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
　

納
入
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す

7
月
14
日（
土
）は
、東
京
都
庁
舎
の
電
気
設
備
点
検
に
よ
る
停
電
の
た
め
、コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
証
明
書
交
付
が
終
日
利
用
で
き
ま
せ
ん
問
市
民
課
管
理
係
・
内
線
1
3
6
0
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